
企 業 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 に 関 す る 規 則 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 に お

け る 地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 職 に 関 す る 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ７ 号  

企 業 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 に 関 す る 規 則 及 び 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 に お け る 地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

き 定 め る 職 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 企 業 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  企 業 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 に 関 す る 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 規 則 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（企業長の職務を代理する上席の職員） （企業長の職務を代理する上席の職員） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 総務部長 第２順位 (２ ) 事業管理部長 第２順位 

(３ ) 広域事業部長 第３順位  

(４ ) 水道事業部長 第４順位  

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 に お け る 地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 定 め る 職 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 に お け る 地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ き 定 め る 職 に 関 す る 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則

第 10号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（略） （略） 

(１ ) 副企業長、技術長、危機管理監及

び理事 

(１ ) 副企業長、技術長及び理事 

(２ ) 経営管理部、総務部、広域事業部

及 び 水 道 事 業 部 の 部 長 、 副 理 事 、 課

長、参事、課長補佐及び副参事 

(２ )  経 営 管 理 部 及 び 事 業 管 理 部 の 部

長、副理事、課長、参事及び課長補佐 

(３ )・ (４) （略） (３ )・ (４) （略） 



附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


